
公立大学法人山梨県立大学教職員の育児・介護休業等に関する規程 
（平成２２年４月１日制定 法人第４１０３号） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人山梨県立大学教職員就業規則第４１条第３項の規定に

基づき、教職員の育児休業及び介護休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（法令等との関係） 

第２条 育児休業及び介護休業等に関し、この規程に定めのない事項については、育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７

６号。以下「育児介護法」という。）、その他の関係法令及び諸規定の定めるところに

よる。 

（育児休業の対象者） 

第３条 育児のために休業することを希望する教職員であって、３歳に満たない子と同居

し、養育する者は、この規程に定めるところにより育児休業をすることができる。 

（育児休業の申出） 

第４条 育児休業をしようとする教職員は、理事長が別に定めるところにより、理事長に

申し出る。 

２ 前項の申出は、原則として一子につき２回まで行うことができる。  

（育児休業の承認） 

第５条 理事長は、教職員から前条に規定する申出があったときは、当該申出を承認しな

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる教職員のうち、労使協定で育児休業をすること

ができないものとして定められた教職員に該当する教職員からの育児休業の申出があ

ったときは、理事長はその申出を拒むことができる。 

(１) 引き続き雇用された期間が１年に満たない教職員 

(２) 育児休業の申出があった日の翌日から起算して１年以内に雇用期間が終了する

ことが明らかな教職員 

(３) １週間の所定勤務日数が２日以下の教職員 

（育児休業の期間等） 

第６条 理事長は、子が３歳に達する日までを限度として、前条の申出がされた期間を承

認する。 

２ 期間の変更等については、理事長が別に定めるところによる。 

（育児休業中の身分） 

第７条 育児休業中の教職員は、教職員としての身分を有し、業務には従事しない。 

（育児休業をしている教職員の期末手当等の支給） 

第８条 公立大学法人山梨県立大学教職員給与規程（以下「給与規程」という。）第２５

条に規定する基準日に育児休業をしている教職員のうち、基準日以前６月以内の期間に

おいて勤務した期間（理事長が定めるこれに相当する期間を含む。）がある教職員には、

当該基準日に係る期末手当を支給する。 

２ 給与規程第２９条に規定する基準日に育児休業をしている教職員のうち、基準日以前

６月以内の期間において勤務した期間がある教職員には、当該基準日に係る勤勉手当を

支給する。 

(育児休業をした教職員の職務復帰後における号給の調整) 

第９条 育児休業をした教職員が職務に復帰した場合において、他の教職員との均衡上必

要があると認められるときは、当該育児休業をした期間を１００分の１００以下の換算

率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、理事長の定めるところ

により、号給を調整することができる。 

（退職手当の通算） 

第１０条 育児休業をしている教職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算につ

いては、公立大学法人山梨県立大学教職員退職手当規程第１６条第４項の規定による。 



（年次有給休暇） 

第１１条 育児休業を終了して復帰する教職員の年次有給休暇については、理事長が別に

定める。 

（育児短時間勤務） 

第１２条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、当該子を養育する教職員が申し

出た場合には、当該子がその始期に達するまで、当該教職員の所定勤務時間を６時間と

すること（以下「育児短時間勤務」という。）ができる。 

２ 第５条第２項第１号及び第３号の規定は、前項の申出があった場合について準用する。

この場合おいて、「前項」とあるのは「第１２条第１項」と、「育児休業」とあるのは

「育児短時間勤務」と読み替える。 

３ 育児短時間勤務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

（育児部分休業） 

第１３条 教職員は、中学校就学の始期に達するまでの子と同居し、当該子を養育するた

め申し出た場合には、１日の所定勤務時間内において２時間を超えない範囲内で、３０

分単位で育児部分休業を受けることができる。 

２ 第５条第２項第１号及び第３号の規定は、前項の申出があった場合について準用する。

この場合おいて、「前項」とあるのは「第１３条第１項」と、「育児休業」とあるのは

「育児部分休業」と読み替える。 

３ 育児部分休業については、公立大学法人山梨県立大学教職員給与規程（以下「教職員

給与規程」という。）第４条の規程にかかわらず、その勤務しない１時間につき、同規

程第２４条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

４ 育児部分休業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

（育児のための所定外労働の免除） 

第１４条 ３歳に満たない子を養育する教職員が当該子を養育するために申し出た場合に

は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定勤務時間を超えて労働させること

はない。 

２ 第５条第２項第１号及び第３号の規定は、前項の申出があった場合について準用する。

この場合において「前項」とあるのは「第１４条第１項」と、「育児休業」とあるのは

「育児のための所定外労働の免除」と読み替える。 

３ 所定外労働の免除を受けようとする教職員は、理事長が別に定めるところにより、理

事長に申し出なければならない。 

４ 当該申出を行なった教職員が、免除開始予定日の前日までに申し出た子の死亡等によ

り子を養育しないこととなった場合には、申出はなかったものとみなす。この場合にお

いて当該申出を行なった教職員は、当該事由が発生した日に理事長に申し出るものとす

る。 

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、

当該免除を受けた教職員はその旨を理事長に申し出なければならない。この場合におい

て、当該免除期間の終了日はそれぞれ各号の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。 

（１） 子の死亡等免除に係る子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日 

（２） 当該免除を受けた教職員について、産前産後休業、出生時育児休業、育児休業又

は介護休業が始まった場合 産前産後休業、出生時育児休業、育児休業又は介護

休業の開始日の前日 

(育児を行う教職員の早出遅出勤務 )  

第１５条  理事長は、次の各号に掲げる教職員が、理事長が定めるところに

より当該子を養育するために申し出た場合には、事業の運営に支障がある

場合を除き、当該教職員に当該請求に係る早出遅出勤務（始業及び終業の

時刻を、教職員が育児を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定

の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。）をさせる

ものとする。  

(１ ) 小学校就学の始期に達するまでの子のある教職員  



(２ ) 小学校に就学している子のある教職員であって理事長が定めるもの  

２  前項に規定するもののほか、育児を行う教職員の早出遅出勤務に関する

手続及びその他必要な事項は、理事長が定める。  

（育児を行う教職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）  

第１６条  理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある教職員が、

理事長が定めるところにより当該子を養育するために申し出た場合には、

事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはなら

ない。  

２  理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある教職員が、理事長

が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請

求をした教職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難で

ある場合を除き、１月について２４時間、１年について１５０時間を超え

て、公立学校法人山梨県立大学教職員の勤務時間等に関する規程第６条に

規定する勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務

を除く。以下「時間外勤務」という。）をさせてはならない。  

３  前２項に規定するもののほか、深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する

手続その他深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、理事長が

定める。  

（出生時育児休業）  

第１６条の２  育児のために休業することを希望する教職員であって、産後

休業を受けておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から８

週間以内の子と同居し、養育する教職員は、この規程に定めるところによ

り４週間以内の期間の出生時育児休業を受けることができる。  

２  第５条第２項、第７条、第８条、第９条、第１０条及び第１１条の規定

は、前項の申出があった場合について準用する。この場合において「前項」

とあるのは「第１６条の２第１項」と、「育児休業」とあるのは「出生時

育児休業」と、「１年以内」とあるのは「８週間以内」と読み替える。  

３  出生時育児休業をすることを希望する教職員は、理事長が別に定めると

ころにより、原則として、出生時育児休業を開始しようとする日の２週間

前までに、理事長に申し出る。  

４  前項の申出は、一子につき２回まで分割できる。ただし、２回に分割す

る場合は２回分まとめて申し出なければならない。  

５  理事長は、教職員から前項に規定する申出があったときは、当該申出を

承認しなければならない。  

６  出生時育児休業については、教職員給与規程第４条の規程にかかわらず、

その勤務しない１時間につき、同規程第２４条に規定する勤務１時間当た

りの給与額を減額する。  

７  出生時育児休業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。  

（介護休業の対象者） 

第１７条 教職員が、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）、父母、子又は配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹又は孫で負傷、疾病、

老齢又は身体上、精神上の障害により２週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支

障があるもの（以下「介護を要する親族」という。）の介護をする場合は、この規程に

定めるところにより介護休業をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる教職員のうち、労使協定で介護休業をすること

ができないものとして定められた教職員に該当する教職員からの介護休業の申出があった

ときは、理事長はその申出を拒むことができる。 

(１) 介護休業の申出の日から９３日以内に雇用期間が終了することが明らかな教職員 

(２) 引き続き雇用された期間が１年に満たない教職員 

(３) １週間の所定勤務日数が２日以下の教職員 



（介護休業の申出） 

第１８条 介護休業をしようとする教職員は、理事長が別に定めるところにより、理事長

に申し出る。 

（介護休業の期間等） 

第１９条 理事長は、第１７条第１項に規定する者の各々につき、３回を超えず、かつ、

通算して９３日間までの範囲内で必要と認められる期間を原則として、前条の申出がさ

れた期間を承認する。 

２ 期間の変更等については、理事長が別に定める。 

 

（介護休業中の身分） 

第２０条 介護休業中の教職員は、教職員としての身分を有し、業務には従事しない。 

（給与） 

第２１条 介護休業については、教職員給与規程第４条の規程にかかわらず、その勤務し

ない１時間につき、同規程第２４条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

（退職手当の通算） 

第２２条 介護休業をしている教職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算につ

いては、公立大学法人山梨県立大学退職手当規程第１６条第４項の規定による。 

（復帰） 

第２３条 介護休業を終了して復帰する教職員については、原則として介護休業開始日前

の職場に復帰させるものとする。ただし、組織の変更等やむを得ない事情がある場合に

は、この限りでない。 

（年次有給休暇） 

第２４条 介護休業を終了して復帰する教職員の年次有給休暇については、理事長が別に

定めるところによる。 

（介護部分休業） 

第２５条 理事長は、介護を要する親族の介護をする教職員から申出があった場合には、

１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した４時間の範囲内で、

１時間単位の介護休業（以下「介護部分休業」という。）を受けることができる。 

２ 第１７条第２項の規定は、前項の申出があった場合について準用する。この場合にお

いて、「前項」とあるのは「第２５条第１項」と、「介護休業」とあるのは「介護部分

休業」と読み替える。 

３ 介護部分休業については、教職員給与規程第４条の規程にかかわらず、その勤務しな

い１時間につき、同規程第２４条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

４ 介護部分休業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

（介護のための所定外労働の免除） 

第２５条の２ 教職員が介護を要する親族を介護するために申し出た場合には、事業の正

常な運営に支障がある場合を除き、所定勤務時間を超えて労働させることはない。 

２ 第１７条第２項第２号及び第３号の規定は、前項の申出があった場合について準用す

る。この場合において「前項」とあるのは「第２５条の２第１項」と、「介護休業」と

あるのは「介護のための所定外労働の免除」と読み替える。 

３ 所定外労働の免除を受けようとする教職員は、理事長が別に定めるところにより、理

事長に申し出なければならない。 

４ 当該申出を行なった教職員が、免除開始予定日の前日までに申し出た親族の死亡等に

より親族を介護しないこととなった場合には、申出はなかったものとみなす。この場合

において当該申出を行なった教職員は、当該事由が発生した日に理事長に申し出るもの

とする。 

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、

当該免除を受けた教職員はその旨を理事長に申し出なければならない。この場合におい

て、当該免除期間の終了日はそれぞれ各号の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。 

（１） 親族の死亡等免除に係る親族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生し



た日 

（２） 当該免除を受けた教職員について、産前産後休業、出生時育児休業、育児休業又

は介護休業が始まった場合 産前産後休業、出生時育児休業、育児休業又は介護休業

の開始日の前日 

(介護を行う教職員の早出遅出勤務 ) 

第２６条  理事長は、介護を要する親族の介護をする教職員から申出があった場合

には、事業の運営に支障がある場合を除き、当該教職員に当該請求に係る

早出遅出勤務をさせるものとする。  

２  前項に規定するもののほか、介護を行う教職員の早出遅出勤務に関する

手続及びその他の必要な事項は、理事長が定める。  

（介護を行う教職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）  

第２７条  理事長は、介護を要する親族の介護をする教職員から申出があった場合

には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせて

はならない。  

２  理事長は、介護を要する親族の介護をする教職員から申出があった場合には、

当該請求をした教職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく

困難である場合を除き、１月について２４時間、１年について１５０時間

を超えて勤務をさせてはならない。  

３  前２項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の

制限に関し必要な事項は、理事長が定める。  

（委任） 

第２８条 この規程に定めるもののほか、教職員の育児・介護休業等に関し必要な事項は、

理事長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の規定により理事長が定めるものとされている事項については、

これに関する定めがなされるまでの間、「山梨県職員の育児休業等に関する条例

（平成４年山梨県条例第１号）」、「山梨県職員の育児休業等に関する規則（平成４年

山梨県人事委員会規則第３号）」、「山梨県職員服務規程（昭和４３年山梨県訓令甲第

５号）」、その他山梨県の関係例規及び通知等を準用する。 

３ この規程の施行日の前日において、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第２条の規定により育児休業（時間単位のものも含む。）の承認を受

けている教職員であって、施行日において公立大学法人山梨県立大学（以下「法人」と

いう。）の教職員であるものは、この規程の定めるところにより育児休業等が承認され

たものとみなす。 

４ この規程の施行日の前日において、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例（昭和２８年山梨県条例第５号）第１６条の規定により介護休暇（時間単位のものも

含む。）の承認を受けている教職員であって、施行日において法人の教職員であるもの

は、この規程の定めるところにより介護休業等が承認されたものとみなす。 

５ 第５条第２項第１号及び第１４条第２項第２号で規定する引き続き雇用された期間に

ついては、公立大学法人山梨県立大学の教職員以前の山梨県職員としての引き続いた在

職期間を含むものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成２４年８月２７日から施行する。 

 

附 則 



この規程は、平成３０年４月１日から施行する。  

 

附 則 

この規程は、令和４年１０月１日から施行する。  


